
令和７年度 教育委員会事務の点検及び評価報告書について 【概要】 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属する

事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとと

もに、公表することが義務付けられています。 

点検及び評価の対象は、前年度に実施された教育委員会の権限に属する事務及びその他山形市教育委員会が所管

する事務事業とし、山形市教育振興基本計画から、特に重点的に検証する取組として、以下の６取組を抽出しています。 

令和６年度における取組の実施状況（実績）、成果、課題及び改善案について、各所属にて自己点検・評価を行

い、客観性の確保と学識経験者の知見をいただくため、２名の外部評価者から評価を受け、報告書を作成しています。 

 

施策の方向１ 学校教育の充実 

 基本施策１ 魅力ある学校づくり 

 施策１－１ 主体的・協働的・創造的に学ぶ授業づくりの推進と確かな学力の育成  

取組３ 確かな学力の育成 

＜成果指標＞ 

     「課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいた」と回答した児童生徒の割合 

「友達との間で話し合う活動を通じて、考えを深めたり、広げたりすることができた」と回答した児童生徒の割合 

施策１－４ 教育の情報化の推進                          

取組１ ＩＣＴ教育の推進 

＜成果指標＞ 

授業にＩＣＴを活用して指導する能力（「できる」「ややできる」と答えた割合） 

施策１－５ 一人ひとりの教育的ニーズに応える特別支援教育の充実          

取組１ 特別支援教育の推進  

＜成果指標＞ 

巡回相談希望校数に対する実施校数の割合 

基本施策２ 安心・安全の学校づくり 

 施策２－４ 生徒指導・教育相談体制の充実                    

取組３ いじめ等の問題行動や不登校の予防と対応 

＜成果指標＞ 

不登校児童生徒の増加率（年度末時点における前年比） 

基本施策３ 連携による教育の充実 

 施策３－３ 学校・家庭・地域との連携・協働の充実 

取組４ 学校運営協議会(コミュニティ・スクール)と地域学校協働活動の一体的推進 

＜成果指標＞ 

学校運営協議会の設置校数、学校運営協議会の実施回数、 

地域学校協働活動推進員の配置校数、地域学校協働活動推進員の活動時間数 

施策の方向２ 生涯学習の推進 

 基本施策５ 生涯学び、人と地域とかかわり、よりよい社会を築く人づくり 

 施策５－３ 社会教育事業の推進 

取組１ 社会的要請学習と地域づくり学習の推進  

＜成果指標＞ 

社会的要請学習及び地域づくり学習の実施講座回数 


